
書式第 12号 (法第28条口係)

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書

墨菫菱自E腫菫迭△_」8重塑り虚2L二重⊆」誼]菫」』進土登全

1 事業の成果

全国の自治体において「殺処分 Qに 向かって動き出し、東京都・ 神奈川県では殺処分 0はほぼ

継続 してお ります。茨城県においては、まだ野犬問題等、不幸な命を生ませないための「不妊手

術」の普及に、これからも力を注ぐ必要があります。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 E 】千円)

定獄 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

不 幸な動物 を
減 らす ため、
行 政 に対 し協
力 を求 め働 き
かけを行 う

ばんえい競馬廃上の要望。
令和 3年

5月 10日
東京都

茨城県動物指導センターヘ談渡認可を
許可する上での注意を要望する.

6月 17日 茨城県 2名

田犬廃上の署名を呼びかけ。 6月 22日 東京都 l名

への要望書提出。 8月 5日

長野県松本市の繁殖業者 10∞ 頭虐待に
ついて長野県庁・ 保健所 に要望書提
出。

9月 3日

上記の件につき、松本市長へ書面を送
付

9月 10日

神奈川県動物指導センター団体会議に
参加。

令和 4年
3月 25日

神奈川県 1名

町田市 「薬暉池西日」にて、犬のマナ
ー講座を行なう。

3月 27日 東京都 2名



定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数
事業費
(千円)

収容菫厳 で殺
処分 される
大 。■を姜い
出し、不妊手
術をLし、新
しい里理を見
つける。

犬・猶の飼養
者に対 し、そ
の適正な管理
の指導を行い
常時モラルの
向上を求める
広報活動を行
つ。

譲渡会を開催。同時に「動物愛護」の
啓発活動も行 う。
町田市「薬師池西日」、「成瀬会館」ま
たは横浜市青葉区「縁山霊目」にて。

毎月

第 3日曜 日

東京都

神奈川県

15～ 120

名

月刊誌『 犬のきもち』の取材を受け
る。

令和 3年
4月 1日

東京も 1名

茨城県動物指導センターより老犬を引
取 り。

4月 12日 茨城県 1名

NEK「コロナ損における飼育放葉につ
いて取材を受ける。

6月 4日 東京3 1名

関西の繁殖業者よリリタイヤ犬 3匹を引
取 り。

4月 11日 東京都 2名

茨城県動物指導センターより犬 2匹を引
取 り。

6月 11日 茨城県 1名

東京3足立区の繁殖業者より犬 6匹、猶
2匹を引取 り。

7月 16日 東京都 1名

茨城県つくば市の野犬が出産 した仔犬 6
匹を引取 り。

7月 31日 茨城県 1名

茨城県動物指導センターより仔■ 2匹、
大 2匹を引取 り。

7月 21日 茨城県 2名

東京都動物愛護センターより大 1匹を引
取 り。

7月 8日 東京都 1名

埼玉県の繁殖業者より犬 3匹を引取 り。 8月 11日 埼玉県 1名

埼玉県の繁殖業者より大 1匹を引取 り。 8月 18日 埼玉県 1名

茨城県疇物愛護センターより犬 2匹を引
取り。

8月 12日 茨城県 2名

埼玉県の繁殖業者より犬 2匹を引取 り。 9月 22日 埼玉県 2名

東京都足立区の繁殖業者 より大 6匹を引
取 り。

10月 4日 東京都 2名

千葉県多頭崩壊 (100匹)現場から犬 4
匹を引取 り。

10月 2日 千葉県 1名

茨城県動物愛護センターより仔猫 5匹を
引取 り。

10月 11日 茨城県 2名

埼玉県の繁殖業者より犬 1匹を引取 り。 10月 11日 埼玉県 1名



茨城県動物愛護センターより仔猶 3匹犬
1匹を引取 り。

10月 25日 茨城県 1名

東京都足立区の繁殖業者より犬 3匹、■
2匹を引取 り。

11月 2'日 東京都 1名

福井県の繁殖業者廃業のため犬 2匹を引
取 り 12月 11日 福井県 1名

福井県の繁殖業者廃業のため犬 1匹を引
取 り 12月 22日 福井県 1名

東京都足立区の集殖業者より犬 3匹を引
取 り。

令和 4年
2月 3日

東京都 1名

埼玉県の繁殖業者より大2匹を引取 り。 2月 以

'日
埼玉県 1名

茨城県島物指導センターより犬 2匹を引
取 り。

2月 25日 茨城県 2名

茨城県動物指導センターより犬 4匹を引
取 り。

3月 2Ю 日 茨城県 2名



令和3年度    活 動 計 算 書

令和3年 4月 1日 ～令和4年3月 31日

特定非営利活動法人 保健所の成犬・猫の譲渡を推進する会

(単位・円)

前年度からの繰り越し (1) 3,373,789

収

入

計 (2)

5,465,776

2,273,570

0

3

319,720

8,059,066

支

出

計 (3)

2,920,435

569,000

992,500

287,850

7,380

41,536

8,746

496,458

1,219,320

500,000

7,043,225 1,015,841

収支差額 (2)― (3) 4,389,630

来月繰越 (1)+(2)― (3)

医療基金積立 500,000

令2年 3月 31日 からの繰越 1,200,000

今年度解約

来年度繰越 1,700,000

令和4年3月 31日

会費および寄付金

医療費戻り

医療基金積立解約

預金利息

雑 収 入 (カレンダー売り上げ)

医療費・みなしご

一時預かり費

活動費

交通費

会報費

広報費・交際費

口座振込費

信費

事務費

諸経費

ノ
~ト

定期預金



令和 3年度  貸 借 対 照 表

令和 4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 保健所の成犬・猫の譲渡を推進進する会

(単位 :円 )

科    目 金 額

I 資産の部

1.流動資産

郵便普通預金 745,198

3,582,429郵便振替預金

郵便定期預金 1,700,000

6,027,627流動資産合計

2.固定資産

固定資産合計
ｎ

ｖ

ｎ
Ｖ

資産合計

I 負債の部
ｎ
Ｖ1.流動負債

流動負債合計 ｎ
ｖ

2.固定負債
ｎ

ｖ固定負債合計
ｎ
Ｖ

ｎ

ｖ負債合計

Ⅲ 正味財産の部

4,160,784前期繰越正味財産

1,866,843当期繰越正味財産

正味財産合計

6,027,627負債及び正味財産合計



財 産 目 録

I 資産の部

(1)流動資産

I現    金

2郵便普通預金

3郵便振替預金

4郵便定期預金

(2)固定資産

I基本資産

定期預金

2その他の固定資産

Ⅱ 負債の部

(1)流動資産

(2)固定負債

Ⅲ 差引正味財産

令和 4年 3月 31日

6,027,627円

0円

745,198円

3,582,429円

1,700,000円

0円

0円

6,027,627 FI]

円

円

円

0円

０

０

０



財 産 目 録

振 替 貯 金

329,624

179,013

251,606

262,751

95,500

184,174

291,109

146,000

639,949

354,964

250,000

797,809

302,346

333,002

1,123,400

令和4年 3月 31

451,040

413,005

2,509,744

745,198

62,003

3,582,429

H27・ 3.31 H28・ 3・ 31 H29'3・ 31 H30・ 3・ 31 H31・ 3・ 31 R2・ 3・ 31 R3・ 3・ 31 R4・ 3・ 31

通 常 貯 金 285,530 508,637 262,751 291,109 354,964 302,346 45 1 040 745,198

振 替 貯 金 119,572 251,606 184,174 639,949 797,809 1,123,400 2,509,744 3,582,429

定 期 預 金 900,000 500,000 200,000 200,000 200,000 1,200,000 1,200,000 1,700,000

小 口 現 金 0 0 0

合  計 1,305,102 1,260,243 646,925 1,131,058 1,352,773 2,625,746 4,160,784 6,027,627

対 前 年 比 -2,384,636 -44,859 -613,318 484,133 221,715 1,272,973 1,535,038 1,866,843

760,243     542,425    1,077,058    1,402,773    1,758,748   3,373,789  43,896,300

特定非営利活動法人

保健所の成犬・猫の譲渡を推進する会



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿
(… ■において●員であったことJある全員0氏名ユ

`住
所スはE薔

=び
にこれ

ら0■について0"年 ■における●田わ 有蟄を●●した名●)

盤國理聾屋里二生」壼量2菫量」國菫童a国塁二金

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□ 以下の役員には、欠格事山者が含まれません。 (法第20条関係)

日 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第 2■ 条関係)

2 役員一覧

(フ リガナ)
役 名

どちらかにO
氏   名

前事業年度内の

就任期間

報目 を受 けた期間

(該当者のみに記入)

=t-? l-.:Er/~,ヽ
便堅レ>監事

小山 智子

令和3年4年 1日

令和4年3年 31日

年   月  ロ

年   月  ロ

イノウエ ミホ
一
Ｚ

〇
監事

井上 美穂

令和 3年4年■日

令和4年3年31日

口

　

　

日

年

　

年

月

　

月

^*+ 7lr
一
５

監 事

鈴木 文子

令和3年4年1日

令 和 4年3年31日

月

　

月

ロ

　

　

ロ

年

　

年

チナヤスコ

4 理事
〇

知名 泰子

令和鎮離年1日

令看

“

年3年31日 年 月 ロ

■二  月   日

報酬は全員な し

■
■
■
■



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・ 事業報告用

社 員 名 簿  (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人三堡堕亜2崖A_・ 狙2董董≧壁進立ろ金

氏   名

1 池 上 葉 子

2 飯 田 光 江

3 渡 井 澄 子

4 池 澤 今 日子

5 昌 谷 泰 子

6 早 川 清 美

7 末 廣 美 和

8 澤 田 敏 夫

9 細 田 裕美子

10 渡 辺 真由美

11 金 子 美輸子

12 小 木 光 雄

13 竹 田 幸 代


